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「介護サービス情報の公表」に関するＱ＆Ａ 
 
 
 
 
 
 

Ａ： 今回、公表の対象となる事業所（当該事業所）以外のものについて記載してください。

なお、法人等で同一サービスで事業所が複数箇所ある場合、事業所名と所在地欄には主な

もの一つを記載してください。また全体で５種類以上のサービスを実施している場合も、

現行では５箇所に限定せず、実施している全ての種類のサービスにおいて事業所名、所在

地を各１か所記入してください。  
 
 
 
 
 
 

Ａ： 当該欄は、市町村や国民健康保険団体連合会等、一般的な苦情窓口を記載していただく

ことではなく、当該報告に係る事業所又は施設等に関する苦情に対応するための窓口であ

って、事業所等又は事業所等を運営する法人以外に設置され、窓口の名称や電話番号等が

異なる相談窓口（例えば第三者等）がある場合に、この欄に記入してください。 
    なお、窓口等がない場合は、「なし」と記入してください。 
 

 
 
 
 

Ａ：複合型（身体生活）は、身体介護中心型になります。 
 
 
 
 
Ａ： 18 年度に介護サービス情報の公表制度の対象となる９サービスは、介護給付の対象サー

ビスであり、予防給付の対象サービスは対象外であります。また、１７年度以前の要支援

者は、経過的要介護者ではないため、「０」として報告してください。 
 
 
 
 
 
Ａ： 明確に区分できない場合は、食堂として使用した場合、機能訓練室として使用した場合、

それぞれどのくらいの面積で使用しているかを記入してください。 

Ｑ１ 基本情報 
「法人等が当該都道府県内で実施する他の介護サービス」についての具体的な記載方法に

ついて教えてください。 
 

Ｑ２ 基本情報  
全サービスに共通する項目ですが、利用者からの苦情に対応する窓口等の状況で、「上記

以外の利用者からの苦情に対応する主な窓口等」欄は、具体的にどのような窓口が該当す

るのでしょうか？ 
   

Ｑ３ 訪問介護 
  「介護サービスの利用者への提供実績（支払い実績）」で、身体介護中心型と生活援助中心

型の欄しかないが、複合型（身体生活）はどのように記載したらいいでしょうか？ 

Ｑ４ 居宅サービスに係る基本情報の「介護サービスの利用者への提供実績（支払実績」の「経

過的要介護」欄には、要支援者の人数を報告するのですか？ 

Ｑ５ 通所介護  
「介護サービスを提供する施設、設備等の状況」で、食堂と機能訓練室を兼ねて使用して

おり、明確に区分できない場合、その面積はどのように記載したらいいでしょうか？ 
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Ａ： 含まないものとします。 

 
 
 
 
 

Ａ： 記載要領が改訂され、指定居宅介護支援基準第 2 条第 2 項により「３５」となっており

ます。 
 
 

 
 
 

Ａ： ①については、報告計画の基準日の前月同日（2005 年 12 月１日）との指示があるので、

その時点の介護支援専門員１人当たりが担当する利用者数を記入してください。 
②については、記入日の１２ヶ月前から前月までの介護支援専門員１人当たりの平均給

付管理者数を記入いただくことになっております。また、③については、３５（平成１７

年度までの標準的な給付管理者数は５０とする）から、②の介護支援専門員１人当たりの

平均給付管理者数を減した数を記載することになります。 
なお、本年度（１８年度）については、②についても介護支援専門員 1 人当たりの平均

給付管理者数が、５０人から３５人に変わっていることから、１８年４月から記入日の前

月までを対象とし、平均給付管理者数を記入しても、かまわないことになっております。 
    
 
 
 
 
 

Ａ： 秋田県の計画の基準日が平成１８年１月１日なので、計画の基準日を含む年度は１７年

度で、その前年度なので１６年度となります。 
 
 
 

 
 
 

Ａ： 将来的には複数選択可能の方向で検討しておりますが、現段階ではメインとなるものを

一つ記載してください。 
 

Ｑ９ 介護老人福祉施設  
基本情報の「昨年度の退居者」「昨年度の平均的な入所期間」、介護老人保健施設 基本情

報の「昨年度の平均的な入所期間」は、「計画の基準日を含む年度の前年度」となっていま

すが、平成１６年度のことでしょうか？ 

Ｑ１０ 介護老人福祉施設 
 「介護サービスを提供する施設、設備の状況」で、報酬類型について、2 項目を選択したい場

合は、どのように記載したらいいでしょうか？ 

Ｑ６ 福祉用具貸与 
  「介護給付サービスに要する費用のうち、利用者が負担すべき費用」で、対象種目の利用料

には、付属品は含まれますか？ 

Ｑ７ 居宅介護支援事業所 
  「介護支援専門員１人あたりの平均給付管理者数」について、当初の記載要領には「５０」

となっていたが、「３５」ではないでしょうか？ 

Ｑ８ 居宅介護支援 
  ①「介護支援専門員１人当たりの利用者数」は、どの時点の利用者数を記載したらいいでし

ょうか。また、②「介護支援専門員１人当たりの平均給付管理者数」はいかがでしょうか。

③「標準的な給付管理者数との差」は５０との差ですか？ 
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  Ａ： 記載要領には「計画の基準日を含む年度の前年度における当該施設の延べ入所期間を

入所者で除した数を記入」（Ｑ９のとおり、昨年度とは平成１６年度）とありますので、

平成１７年３月３１日現在で入所している方の、入所当時からの延べ入所期間の合計を

入所者数で割った平均日数を記入してください。 

Ｑ１１ 介護老人福祉施設・介護老人保健施設 
 「昨年度の入所者の平均的な入所期間」は、どのように求めたらよいのでしょうか？ 


